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経過措置期間満了日のお知らせ 
 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は当社商品に格別のご高配をいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省告示第333号（2022年11月15日付）にて、薬価基準経過措置品目及び経過措置

期間（満了日：2023年3月31日）が告示されました。既に販売中止をご案内させていただいて 

おります、外用合成副腎皮質ホルモン剤『クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% 

「久光」』および『同軟膏0.05%「久光」』につきましては、統一名収載品目のため官報に掲載されて 

おりませんが、今回告示されました経過措置品目と同様の扱いとなり、経過措置期間の満了日が

2023年3月31日までとなりますことをご案内申し上げます。 

これまでの本商品に対するご厚情に心から御礼申し上げます。 

今後とも当社商品をご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 
 

記 

 

◆経過措置期間満了日 

  2023年3月31日 

 

◆経過措置期間満了商品 

 

※統一名収載品目のため、官報に告示されておりませんが、上記経過措置期間満了日が目安となります。 

 

以上 

<文献請求先及び問い合わせ先>                                               

 

 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05％「久光」 5g/1本×50本 188424469 2646713N1190

 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05％「久光」 5g/1本×50本 188424414 2646713M1225

商品名 包装 統一商品コード
薬価基準収載
医薬品コード


